
 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ６ 月 ９ 日 

 

 

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

監 視 指 導 ・ 麻 薬 対 策 課 

麻 薬 流 通 指 導 係 

 

 

新規麻薬製品等について 

 

 

１ 新規麻薬製品について 

帝國製薬株式会社が、令和３年２月 15 日付けで製造販売承認を受けたフェ

ンタニルクエン酸製剤である 

・フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 0.5mg「テイコク」 

が、令和３年６月 22日から販売されますので、ご連絡します。 

 

２ 麻薬製品の販売名変更について 

  藤本製薬株式会社が製造販売するモルペス細粒２％・６％について、販売名

が 

    ・モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 10mg「フジモト」 

    ・モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 30mg「フジモト」 

 に随時変更されますので、ご連絡します。 

 

３ 麻薬製品の流通中止について 

  ヤンセンファーマ株式会社が製造販売していた 

    ・デュロテップパッチ 2.5mg  

    ・デュロテップパッチ 5mg 

・デュロテップパッチ 7.5mg 

・デュロテップパッチ 10mg 

が、平成 22 年４月１日付けで承認整理されており、令和２年下半期における

麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者の報告により、期末在庫数量等の数量が計上

されていないことから、麻薬製剤業者から麻薬卸売業者までの流通経路におい

て、当該麻薬が流通していないことをご連絡いたします。 

 

４ 麻薬営業者報告について 

令和３年上半期からの麻薬営業者報告には、「フェンタニル１日用テープ

6.7mg（容量：6.7mg、数量：７）」の次に、  



 

 

品名 
容    器 

容量 数量 単位 

フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 0.5mg 0.5mg ７ 枚 

 を追加し、「モルペス細粒２％（容量：0.5g、数量：40）」の次に、 

品名 
容    器 

容量 数量 単位 

モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 10mg 0.5g 40 包 

を追加し、「モルペス細粒６％（容量：0.5g、数量：40）」の次に、 

品名 
容    器 

容量 数量 単位 

モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 30mg 0.5g 40 包 

を追加し、フェンタニル注射液 0.5mg（容量：10ｍL×、数量：５）」の次に

記載されていた 

品名 
容    器 

容量 数量 単位 

デュロテップパッチ 2.5mg 2.5mg ５ 枚 

デュロテップパッチ 5mg 5mg ５ 枚 

デュロテップパッチ 7.5mg 7.5mg ５ 枚 

デュロテップパッチ 10mg 10mg ５ 枚 

を削除します。 

以上 


